
募集型企画旅行条件書（国内旅行） 

旅行企画・実施      上毛電気鉄道株式会社 

群馬県知事登録旅行業 第2-473号 (社)全国旅行業協会正会員 

〒371-0016 群馬県前橋市城東町四丁目 1番１号 

 

 

 

 

 １ 募集型企画旅行契約                                                      

(1)この旅行は、上毛電気鉄道株式会社（以下、「当社」といいます）が、企画・実施する旅行

であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」と

いいます)を締結することになります。 

(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット・ホームページ等)の各コースごとに記

載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)

および当社旅行業約款「募集型企画旅行契約の部」等によります。 

(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程にしたがって運送・宿泊機関等の提供する運

送・宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅

程を管理することを引き受けます。 

 ２ お申込み                                                            

(1) ご来店にてお申込みの場合 

所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記に定める申込金を添えてお申込み

いただきます。申込金は、旅行代金または取消料もしくは違約料の一部または全部とし

て取扱います。 

(申込金) 

区   分 申込金(おひとり) 

旅行代金が 3万円未満 6,000円以上、旅行代金まで 

旅行代金が 3万円以上、6万円未満 12,000円以上、旅行代金まで 

旅行代金が 6万円以上、10万円未満 20,000円以上、旅行代金まで 

旅行代金が 10万円以上 旅行代金の 20％以上、旅行代金まで 

ただし別途パンフレットまたはホームページに申込金の記載がある場合は、その定める

ところによります。 

(2)電話等の通信手段にてご予約の場合 

当社は、電話、郵便、ファクシミリ、ネット予約等による旅行契約の予約を受付けます。こ

の場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知

した日の翌日から起算して 3 日目にあたる日までに、申込書を所定の申込金とともに提

出していただきます。なお、お客様から当該期間内に申込書の提出と申込金の支払い

がない場合は、当社はお申込みがなかったものとして取り扱います。また、当社は取消

料発生日以降においては原則として電話等による予約手配はお受けできません。 

(3)通信契約により旅行契約の締結を希望される場合 

[1]当社は、当社または当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携す

るクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます）のカード会員（以下「会員」といいま

す）より、会員の署名なくして旅行代金の一部（申込金）等のお支払いを受けること（以下

「通信契約」といいます）を条件に、電話、郵便、その他の通信手段による旅行契約を締

結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約が

ない等、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 

[2]通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、

「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出

いただきます。 

[3]通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が契約にもとづく旅行代金等の支払、

または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解

除のお申し出のあった日となります。 

(4)お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合

は、当社はお客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくこと

がございます。(以下この状態のことを「ウェイティング」といいます。)この場合、お客様を

ウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力いたします。この場合

でも当社はお客様から申込金をお預かりいたしますが、この段階では予約完了を保証

するものではありません。 

(5)本項(4)の場合おいては、ウェティングコースの契約は、当社が予約可能となった旨の通

知を行った時に成立するものとします。当社が予約可能となった旨を通知する前にお客

様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合、またはお待ちしていただける

期限までに結果として予約ができなかった場合には、当社は当該申込金を全額払い戻

しいたします。 

 ３ 旅行契約成立の時期                                                   

お客様との旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理し

た時に成立するものとします。具体的には次によります。 

(1)店頭販売および訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理

したとき。 

(2)電話等による旅行契約の予約の場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日

から起算して 3日目にあたる日までに当社がお客様から申込書と所定の申込金を受

理したとき。 

(3)通信契約の場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立しま

す。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、留守番電話等で行う

場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。 

 ４ お申し込み条件                                                       

(1)未成年の方のご参加は親権者の同意書が必要です。また、15歳未満の方のご参加は

保護者の同行を条件とさせていただきます。 

(2)身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、

その他特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲

内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出にもとづき、当社がお客様のた

めに講じた特別な措置に要する費用はお客様負担とします。 

(3)当社は旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断または加療を

要すると判断する場合は、必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の

費用はお客様の負担となります。 

(4)お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社が手配旅行契約

で別途料金をいただく条件でお受けすることもあります。 

(5)お客様の都合により旅行の日程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無に

ついて必ず添乗員または係員にご連絡いただきます。その場合、離脱した部分の払

戻しはいたしません。 

(6)特定のお客様層を対象とした旅行または、特定の旅行目的を有する旅行については、

年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合には、ご参

加をお断りする場合があります。 

(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれ

があると当社が判断するとき、その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込

みをお断りする場合があります。 

(8)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であることが判明

した場合には、お申し込みをお断りする場合があります。 

 ５ 契約書面の交付                                                       

当社は契約の成立後、速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代

金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」

といいます）および、本旅行条件書をお渡しします。すでにお申込み時点でお渡しし

ている場合はこの限りではありません。契約書面はパンフレットまたはホームページ、

本旅行条件書等により校正されます。 

 ６ 確定書面の交付                                             

確定した旅行日程、主要な運送機関の名称および宿泊ホテル名等が記載された確定

書面（最終日程表）は、旅行開始日の前日にあたる日までに交付いたします。ただし、

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たる日以降に旅行契約の申込

みがなされた場合は、旅行開始日当日までに交付いたします。また、交付期日前であ

ってもお問い合わせいただければ当社は迅速かつ適切に手配状況についてご説明いた

します。 

 ７ 旅行代金のお支払い                                         

旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日までに

お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあた

る日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いい

ただきます。 

 ８ お支払い対象旅行代金                                         

お支払い対象旅行代金とは、パンフレット等の「旅行代金として表示した金額」と

「追加代金として表示した金額」の合計額から、「割引代金として表示した金額」を

差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金・取消料・違約料・変更補償

金の額を計算する際の基準となります。ただし、オプショナルツアーについては、別

途契約となりますので基準となる旅行代金には含まれません。 

 ９ 追加代金と割引代金                                          

(1)追加代金とは、[1]航空会社の選択、[2]航空便の選択、[3]航空機の等級の選択、[4]

宿泊ホテル指定の選択および客室のグレードアップ料金、[5]食事の追加料金、[6]

一人部屋追加代金、[7]延泊による宿泊追加代金、[8]アーリーチェックイン追加代金、

[9]平日・休前日の選択により追加する代金等をいいます。 

(2)割引代金とは、[1]パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋

に3人以上が宿泊することを条件に設定した一人当たりの割引代金、[2]その他パン

フレット等で「○○○割引代金」と称するものをいいます。（あらかじめ、割引後

の旅行代金を設定した場合を除きます） 

 １０ 旅行代金に含まれるもの                                       

(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃（コースにより等級が異な

ります。特に表示のないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車

を利用します。） 

(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空港・駅・埠頭と宿泊場所／旅行日程に「お

客様負担」と表記してある場合を除きます。） 

(3)旅行日程に明示した観光・視察の料金（バス料金、ガイド料金、入場料） 

(4)旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金 

(5)旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金 

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件の説明」および同

法第12条の 5に定める契約書面の一部となります。 

お申し込みの際は、この旅行条件書を必ずお読みください。 



(6)添乗員同行コースの同行費用 

(7)消費税等諸税・サービス料金 

上記の諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻

しはいたしません。 

 １１ 旅行代金に含まれないもの                                      

前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 

(1)超過手荷物料金（規定の重量、容積、個数を超える分について） 

(2)飲物代、クリーニング代、電報・電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付       

け、その他の追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料  

金 

(3)傷害、疾病等に関する治療費 

(4)お 1人様部屋を使用される場合は、その追加料金 

(5)日本国内の旅客サービス施設使用料（空港施設使用料） 

(6)自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅 

行終了当日等の宿泊費 

(7)希望するオプショナルツアーの旅行代金 

 １２ 旅行契約内容の変更                                     

当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行

サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運送計画によらない運送サービスの提供そ

の他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図る

ためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ない

ものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容

その他の契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得

ないときは、変更後に説明します。 

 １３ 旅行代金の額の変更                                     

(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常予想

される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、当社は、その増額または減額

される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減額することがあります。 

(2)(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさか

のぼって 15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。 

(3)(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の

減少額だけ旅行代金を減額します。 

(4)当社は、上記に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用（当該契約内容

の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料、その

他すでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。）の減少ま

たは増加が生じる場合（費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を

行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発

生したことによる場合は除きます。）には、当該契約内容の変更の際にその範囲内にお

いて旅行代金の額を変更することがあります。 

(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した

場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当

該利用人員が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。 

(6)一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複

数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となった

ときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客

様から一人部屋追加料金を申し受けます。 

 １４ お客様による旅行契約の解除                                     

[旅行開始前] 

(1)お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができま

す。ただし別途パンフレットまたはホームページに取消料を明示した場合は、その定め

るところによります。なお下表の｢旅行契約の解除期日｣とは、お客様がお申込みの営業

日・営業時間内に解除する旨をお申し出頂いた時を基準とします。ファクシミリやメール

でご連絡いただく場合において、営業時間外に受信したものについては翌営業日の扱

いとします。 

【取消料(宿泊のみプランを除く)】※旅行開始日とは当日の午前0時になります 

旅行契約の解除期日 取消料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21日前まで 無料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目(日帰り旅行

にあたっては 10日目)にあたる日以降8日目にあたる日まで 

旅行代金の 20％ 

 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以

降2日目にあたる日まで 

旅行代金の 30％ 

旅行開始の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始の当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

【取消料(宿泊のみプラン)】※旅行開始日とは当日の午前0時になります 

旅行契約の解除期日 取消料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 6日前まで 無料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 5 日目にあたる日以

降4日目にあたる日まで 

旅行代金の 20％ 

(14名以下は無料) 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3 日目にあたる日以 旅行代金の 20％ 

降前日まで 

旅行開始の当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上およびその他渡航手続き上の事由にもと

づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いいただきます。 

(3)ご変更およびお取消しにつきましては、営業時間内にお申込みの販売店にお申し出く

ださい。 

(4)お客様は、次に掲げる場合において、(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支

払うことなく契約を解除することができます。 

[1]旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。 

a.旅行開始日または旅行終了日の変更。 

b.入場する観光地、観光施設（レストランを含む）、その他の旅行の目的地の変更 

c.運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 

d.運送機関の種類または会社名の変更 

e.旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 

f.宿泊機関の種類または名称の変更 

g.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 

h.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 

[2]第13項(1)の規定にもとづいて、旅行代金が増額されたとき。 

[3]天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令

その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、ま

たは不可能となるおそれが極めて大きいとき。 

[4]当社がお客様に対し、第6項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。 

[5]当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程にしたがった旅行の

実施が不可能となったとき。 

(5)当社は本項(1)(2)(3)により旅行契約が解除されたときは、すでに受理している旅旅行金

(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払戻します。取消料が申込金でまか

なえないときは、その差額を申し受けます。また本項(4)により旅行契約が解除されたとき

は、すでに収受している旅行代金(または申込金)を解除の翌日から起算して 7日以内に

全額払い戻します。 

(6)お客様の都合で旅行開始日、旅行終了日またはコースそのものを変更される場合は、

お客様が当初お申込みいただいた旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していた

だくことになります。この場合、当社は本項(1)に定める旅行契約の解除期日にもとづく取

消料を申し受けます。 

[旅行開始後] 

(1)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし  

一切の払い戻しをいたしません。 

(2)お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず、  

契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、または当社がそ

の旨を告げたときは、取消料を支払うことなく旅行サービスの当該受領することができな

くなった部分の契約を解除することができます。 

(3)(2)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができな

くなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料、その他のす

でに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額（当社の責に帰す

べき事由によるものでないときに限ります）を差し引いたものをお客様に払い戻します。 

 １５ 当社による旅行契約の解除                                     

[旅行開始前] 

(1)お客様が第 7 項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は当該期日

の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとして取扱います。この場合におい

て、お客様は、当社に対し第14項(1)に定める取消料に相当する額の違約料を支払わな

ければなりません。 

(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に契約を解

除する場合があります。この場合には、既に収受している旅行代金(または申込金)の全

額を払い戻します。 

[1]お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他の参加旅行者

の条件を満たしていないことが判明したとき。 

[2]お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられない

と認められるとき。 

[3]お客様が、他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそ

れがあると認められるとき。 

[4]お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 

[5]お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は 3

日目にあたる日より前)に旅行中止を通知いたします。 

[6]スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の

締結の際に明示したものが成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 

[7]天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令

その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日

程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが

極めて大きいとき。 



[8]通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、

お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約にした

がって決済できなくなったとき。 

[9]お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した

とき。 

[旅行開始後] 

(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を  

説明して契約の一部を解除することがあります。 

[1]お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられな

いとき。 

[2]お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指

示への違背、これらの者または、同行する他のお客様に対する暴行または脅迫等により

団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 

[3]天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命

令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能とな

ったとき。 

[4]お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した

とき。 

(2)当社が(1)の規定にもとづいて、契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係

は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様がすでに提供を受け

た旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 

(3)(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない

旅行サービスの部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その

他のすでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引

いたものをお客様に払い戻します。 

 １６ 旅行代金の払戻し時期                                        

(1)当社は、第 13 項(3)から(5)までの規定により旅行代金が減額された場合または、第 14

項・第 15 項の規定により契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき

金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算

して 7 日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に

記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻し

ます。 

(2)当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、第13項(3)から(5)までの規定により

旅行代金が減額された場合、または第14項・第 15項の規定により通信契約が解除され

た場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会

員規約にしたがって、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社

は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7日以内に、

減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了

日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、

お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします 

 １７ 契約解除後の復路手配                                        

(1)当社は、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様が

当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。 

(2)(1)の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様の負担

とします。 

 １８ 団体・グループの契約責任者                                        

(1)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者（以下、「契

約責任者」といいます）を定めて契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の

締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなしま

す。 

(2)契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりま

せん。 

(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される

債務または義務については何らの責任を負うものではありません。 

(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、

あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 

 １９ 旅程管理業務                                              

当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し

次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる契約を結んだ場合には、

この限りではありません。 

(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるとき          

は、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずる

こ と。 

(2)(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービ

スの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅

行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更すると

きは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、

契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 

(3)個人旅行プランおよび添乗員が同行しない区間については、お客様が旅客サービスの

提供を受けるために必要なクーポン券類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サ

ービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。また、悪天候

等によりサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手

配および必要な手続きは、お客様自身が行っていただきます。 

 ２０ 添乗員等の業務                                              

(1)添乗員の同行の有無はパンフレット・ホームページに明示します。 

(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行

先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその

他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。 

(3)お客様は、旅行開始後終了までの間において、団体で行動するときは旅行を安全かつ

円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 

(4)添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。 

 ２１ 保護措置                                                

当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、

必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由

によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用

を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 

 ２２ 当社の責任                                                

(1)当社は、契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者（以下、「手配

代行者」といいます）が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を

賠償 する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対し

て通知があったときに限ります。 

(2)お客様が、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公

署の命令、その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被

ったときは、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 

(3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の規定にかかわらず、損害発

生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1名

につき 15 万円を限度（当社に故意または重大な過失がある場合を除きます）として賠償

します。 

 ２３ お客様の責任                                              

(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款

の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければな

りません。 

(2)お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供される情報を活用し、お

客様の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりませ

ん。 

(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領

するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、

旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者、または当該旅行サービ

ス提供者に申し出なければなりません。 

 ２４ 特別補償                                                

(1)当社は、第 22項(1)にもとづく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契

約約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激か

つ偶然な外来の事故によりその生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害につ

いて、次のとおりお支払いします。 

[1]死亡補償金：1500万円 

[2]後遺障害補償金：程度に応じて死亡補償金の 3％から 100％の金額 

[3]入院見舞金：入院日数により 2万円から 20万円 

[4]通院見舞金：通院日数により 1万円から 5万円 

ただし、3日以上の通院で事故の日から 180日以内のものに限る。 

[5]携帯品損害補償金：お客様1名につき 15万円を限度 

ただし、補償対象品の 1個または 1対については、10万円を限度とし、現金、小切手そ

の他の有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、磁気テープ、磁気ディスク、

CD-ROM、光ディスク等情報機器(コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で

直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の特別補償規程第 18 条 2

項に定める品目については補償しません。 

(2)(1)の損害について当社が第22項(1)の規定にもとづく責任を負うときは、その責任にもと

づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき(1)の補償金は、

当該損害賠償金とみなします。 

(3)(2)に規定する場合において、(1)の規定にもとづく当社の補償金支払い義務は、当社が

第 22項(1)の規定にもとづいて支払うべき損害賠償金((2)の規定により損害賠償金とみな

される補償金を含みます)に相当する額だけ縮減するものとします。 

(4)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反

行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、

ハンマー等の登山用具を使用するもの）、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハ

ングライダー搭乗、超軽量動力機（モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトララ

イト機等）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故による

ものであるときは、当社は上記の補償金および見舞金を支払いません。 

(5)当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施

する企画旅行（オプショナルツアー）については、主たる契約の一部として取扱います。 

(6)ただし、旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われな

い旨が明示された日（当社では、これを「無手配日」といいます）については、当該日に

お客様が被った損害について補償金の支払いはしません。 



 ２５ 旅程保証                                                 

(1)当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更（サービスの提供が行われている

にもかかわらず、運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと

によるもの以外の次の各号に掲げる変更を除きます。）が生じた場合は、旅行代金に同

表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30

日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について当社に第22項(1)の規

定にもとづく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損

害賠償金の全部または一部として支払います。 

[1]次に掲げる事由による変更 

a.天災地変 

b.戦乱 

c.暴動 

d.官公署の命令 

e.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止 

f.遅延、運送スケジュールの変更等、当社の運行計画によらない運送サービスの提供 

g.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置 

[2]第14項、第15項の規定にもとづいて契約が解除されたときの当該解除された部分に

かかる変更。 

[3]パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、

旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。 

(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1名に対して 1つの契約につき旅行代金

に 15％を乗じて得た額を上限とします。また、お客様 1名に対して 1つの契約につき支

払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金は支払いま

せん。 

(3)当社はお客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等また

はそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあり

ます。 

【変更補償金】 

当社が変更補償金を支払う変更 

変更補償金の額＝1件につき 

下記の率×お支払い対象旅行

代金 

旅行開始日の

前日までにお

客様に通知し

た場合 

旅行開始日

以降にお客

様に通知し

た場合 

[1]契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日

の変更 
1.5％ 3.0％ 

[2]契約書面に記載した入場する観光地または観光施

設（レストランを含みます。）その他の旅行の目的地

の変更 

1.0％ 2.0％ 

[3]契約書面に記載した運送機関の等級または設備

のより低い料金のものへの変更（変更後の等級およ

び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設

備のそれを下回った場合に限ります。） 

1.0％ 2.0％ 

[4]契約書面に記載した運送機関の種類または会社

名の変更 
1.0％ 2.0％ 

[5]契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港

または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 
1.0％ 2.0％ 

[6]契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称

の変更 
1.0％ 2.0％ 

[7]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設

備、景観その他の客室の条件の変更 
1.0％ 2.0％ 

[8]前各号に掲げる変更のうち、契約書面のツアー・タ

イトル中に記載があった事項の変更 
2.5％ 5.0％ 

(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した

場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通

知した場合をいいます。 

(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替え

た上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の

記載内容との間、または、確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内

容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取扱います。 

(注 3)第[3]号または第[4]号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うもので

ある場合は、一泊につき一件として取扱います。 

(注4)第[4]号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いも

のへの変更を伴う場合には適用しません。 

(注 5)第[4]号または第[6]号もしくは第[7]号に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で

複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊に付き一件として取扱います。 

(注6)第[8]号に掲げる変更については、第[1]号から第[7]号までの率を適用せず、第[8]号

によります。 

 ２６ お客様の交替                                                 

お客様は、当社が承諾した場合に限り、契約上の地位を別の方に譲渡することができま

す。この場合、必要事項を提出していただくとともに、交替に要する手数料として所定の金

額をお支払いいただきます。（すでに航空券を発券している場合、別途再発券に関わる費

用を請求する場合があります）契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を

生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、当該旅行契約に関する一切の権利およ

び義務を継承することになります。なお、当社は利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の交

替に応じない等の理由によりお客様の交替をお断りする場合があります。 

 ２７ 国内旅行保険について                                              

 ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また事故

の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。こ

れらの治療費、移送費また死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額

の国内旅行保険に加入することをお勧めします。 

 ２８ お買い物案内について                                       

お客様の便宜をはかるため、観光中、送迎中にお土産店等にご案内することがあります。

当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責

任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでト

ラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。 

 ２９ 事故等のお申し出について                                             

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通

知ください。 

 ３０ 個人情報の取扱いについて                                    

(1)個人情報の利用目的 

当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた申込書に記載された個人情報について、

お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行

において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領

のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社では、将来

より良い旅行商品開発のためのマーケット分析および当社の旅行商品やキャンペーン

のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくこと

があります。 

(2)個人情報の第三者への提供 

当社は、旅行の手配等のために必要な範囲内において、運送・宿泊機関および手配代

行者（必要な場合に限る）等にお客様の個人情報を提供いたします。また、当社は旅行

先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人情報を免税品店等の事業者

に提供することがあります。これらの場合、お客様のお名前、旅行日程および搭乗され

る航空便名等に係わる個人情報を電子的方法等で送付することによって提供いたしま

す。お客様からサービスの手配等に必要な個人情報を提供いただけない場合、当社は

お客様からのお申込みをお断りする場合があります。また、事故等の発生に関連し警察

の捜査時の資料提供および国土交通省（観光庁）・外務省その他官公署からの要請によ

り、個人情報の発表に協力する場合があります。 

(3)開示・訂正・利用停止等の手続き 

お客様の個人情報の開示、訂正、利用の停止、第三者への提供の停止等をご希望の方

は販売窓口までお申し出下さい。その際、お申し出の方が本人であることを証明できる

ものにより確認させていただいたうえで、速やかに対応させていただきます。当社はお

預かりした個人情報が不正確な場合には、正確なものに変更させていただきます。 

 ３１ その他重要事項                                          

(1)お客様の氏名・性別等が誤って記入された場合には、航空券の発行替えのほか、関係

する機関への訂正が必要となる場合があります。この場合には、第26項のお客様の交

替に準じ、所定の手数料または第14項の定める取消料をお支払いいただくことがありま

す。 

(2)こども代金は、航空機を利用する旅行、ＪＲを利用する旅行等により年齢条件が異なりま

すので詳しくはパンフレット等をご覧ください。また幼児代金は航空座席の利用の有無、

ＪＲ座席の利用の有無、食事・寝具の利用等により条件が異なりますので詳しくはパンフ

レット等をご覧下さい。 

(3)天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程

の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。 

(4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを

受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自

身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様

が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何に関わらず当

社は責任を負いません。 

(5)販売店には必ず旅行業務取扱管理者がおります。旅行業務取扱管理者は、お客様の

旅行を取扱う販売店での取引に関する責任者です。旅行契約に関し、担当者からの説

明にご不明な点がありましたらご遠慮なく販売店の旅行業務取扱管理者にご質問くださ

い。 

(6)この条件書に定めのない事項については、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)

によります。当社の旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。 

(7)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

 ３２ 旅行条件・旅行代金の基準                                             

 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日についてはパンフレット等の旅行条件に明示

した日となります。  

 (2014年1月1日) 


